
教 育 庁 等 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ ０ 日 付

（担当 総務政策局総務課人事ｸﾞﾙｰﾌﾟ 内線35-103）

所 属 ・ 職 ・ 氏 名 処分内容 事 故 の 概 要

道南地方教育局 戒 告 教育局が平成26年度に実施したイングリッシュキャンプに

運営者として参加した外国語指導助手（ＡＬＴ）や学生ボラ

主 事 男性(２４歳) ンティア等に対する旅費について、平成26年６月から平成27

年３月までの間、支出の事務処理を怠り、８名９件分の旅費

を支払わず、また、平成27年４月に、学生ボランティア１名

から旅費が支払われていない旨の連絡を受け、同年５月に当

該旅費を私費で支払う不適切な事務処理を行った。

（管理監督者：文書訓告３名）


